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（１）館山市・南房総市定住自立圏共生ビジョンの策定経過 

 

年月日 概 要 備 考 

平成 21 年 7 月 ３市１町（館山市、鴨川市、南房総市、

鋸南町）での定住自立圏形成の検討

開始 

 

平成 24 年 6 月 ３市１町（館山市、鴨川市、南房総市、

鋸南町）での定住自立圏形成の検討

休止 

 

平成 30 年 12 月 21 日 館山市から南房総市へ２市での定住

自立圏形成協議の申し入れ 

 

平成 31 年 2 月 7 日 南房総市から館山市へ２市での定住

自立圏形成協議の回答（同意） 

 

令和元年 9 月 27 日 館山市が中心市宣言 令和元年第 3 回定例会（9 月

議会）の閉会後、市長が中心

市宣言を行う。 

令和 2 年 7 月 3 日 館山市・南房総市定住自立圏形成協

定の締結 

両市長、両市議会議長が出席

のもと、締結式を実施。 

令和 2 年 11 月 10 日 共生ビジョンに係る館山市長インタ

ビュー 

 

令和 2 年 11 月 25 日 共生ビジョンに係る南房総市長イン

タビュー 

 

令和 3 年 7 月 19 日 作業部会合同説明会 
 

令和 3 年 10 月 8 日 令和 3 年度第 1 回館山市・南房総市

定住自立圏共生ビジョン懇談会 

 

令和 4 年 5 月 18 日 令和 4 年度第 1 回館山市・南房総市

定住自立圏共生ビジョン懇談会 

 

令和 4 年 6 月 6 日 

～令和 4 年 7 月 8 日 

共生ビジョン（原案）に対するパブリ

ックコメント 

 

令和 4 年 8 月 22 日 

～令和 4 年 8 月 31 日 

令和 4 年度第 2 回館山市・南房総市

定住自立圏共生ビジョン懇談会 

新型コロナウイルス感染拡

大により書面開催 

令和 4 年 9 月 館山市・南房総市定住自立圏共生ビ

ジョン策定 
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（２）館山市・南房総市定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱 

 

館山市・南房総市定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱 

 

（設置）  

第１条 定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日付総行応第３９号総務事務次官

通知）第６の規定に基づき、館山市・南房総市定住自立圏共生ビジョン（以下「共生ビジ

ョン」という。）を策定又は変更するに当たり、関係者の意見を幅広く反映するため、館山

市・南房総市定住自立圏共生ビジョン懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。  

 

（所掌事務）  

第２条 懇談会は、次に掲げる事項について協議する。  

（１）共生ビジョンの策定又は変更に関すること。  

（２）前号に掲げるもののほか、共生ビジョンの策定又は変更について必要と認める事項

に関すること。  

 

（組織）  

第３条 懇談会は、委員１５名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

（１）学識経験者  

（２）館山市・南房総市定住自立圏形成協定書に掲げられた取組事項に関連する分野の関

係者  

（３）前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者  

 

（任期）  

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。  

 

（会長及び副会長）  

第５条 懇談会に、会長及び副会長を各１人置き、それぞれ委員の互選により選出する。  

２ 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。  

 

（会議）  

第６条 懇談会の会議は、会長が招集し、その議長となる。  

２ 懇談会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

３ 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求める

ことができる。  

 

（庶務）  

第７条 懇談会の庶務は、総合政策部企画課において処理する。  

 

（委任）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。  

 

附 則  

 この要綱は、公布の日から施行する。  
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（３）館山市・南房総市定住自立圏共生ビジョン懇談会委員名簿 

 

【任期】令和３年１０月８日から 令和５年１０月７日まで 

※順不同、敬称略、◎は会長、○は副会長 

政策分野  委員氏名  備 考 
委嘱替え 

任期 

医療  杉 本  雅 樹  公益社団法人安房医師会 推薦 
 

福祉 
 小 汐  聡 史  

社会福祉法人善憐会 推薦 

R3.10.8～ 

R4.3.31 

 入 佐  久 美 子  
R4.4.1～ 

子育て 

 石 渡  秀 嗣  館山市子ども・子育て会議 推薦 
 

 岡 﨑  俊 明  南房総市子ども・子育て会議 推薦 
 

雇用 
 進 藤   誠  

館山公共職業安定所 推薦 

R3.10.8～ 

R4.3.31 

 関   貴 之  
R4.4.1～ 

商工業  井 月   昇  館山市商工会議所 推薦 
 

教育  熊 澤  洋 介  千葉県安房西高等学校 推薦 
 

観光 

 上 條  長 永  一般社団法人館山市観光協会 推薦 
 

 堀 江  洋 一  

一般社団法人南房総市観光協会 推薦 

R3.10.8～ 

R4.5.26 

 清 宮  信 英  
R4.5.27～ 

公共交通  本 間  裕 二  館山市地域公共交通会議 推薦 
 

移住  八 代  健 正  ＮＰＯ法人おせっ会 推薦 
 

金融 
○ 小 髙  栄 二  

館山市金融団（二十日会） 推薦 

R3.10.8～ 

R4.3.31 

○ 石 渡  雄 悟  
R4.4.1～ 

議会 

 室   厚 美  館山市議会 推薦 
 

 関   壽 夫  

南房総市議会 推薦 

R3.10.8～ 

R4.3.31 

 木 曽  貴 夫  
R4.4.26～ 

外部有識者 
◎ 鳴 田  真 也  

千葉県総務部市町村課 推薦 

R3.10.8～ 

R4.3.31 

◎ 土 屋  博 章  
R4.4.1～ 
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（４）中心市宣言書 
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（５）館山市・南房総市定住自立圏形成協定書 
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（６）定住自立圏構想推進要綱 
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